
俗
環
境
浄
化
対
策
等
に
つ
い
て
、
二
日
に
わ
た
り
、
関
係
各
界
の
参

考
人
の
出
席
を
求
め
意
見
聴
取
を
行
う
な
ど
、
慎
重
な
審
査
を
行
い

ま
し
た
。

　
質
疑
を
終
局
し
、
次
い
で
日
本
共
産
党
提
案
の
修
正
案
に
つ
い
て

趣
旨
説
明
が
あ
り
、
討
論
に
入
り
ま
し
た
と
こ
ろ
、
日
本
社
会
党
を

代
表
し
て
佐
藤
委
員
よ
り
、
修
正
案
及
び
原
案
に
反
対
、
民
社
党
・

国
民
連
合
を
代
表
し
て
三
治
委
員
よ
り
、
修
正
案
に
反
対
、
原
案
に

賛
成
、
日
本
共
産
党
を
代
表
し
て
神
谷
委
員
よ
り
、
修
正
案
に
賛
成
、

原
案
に
反
対
の
意
見
が
そ
れ
ぞ
れ
述
べ
ら
れ
ま
し
た
。

　
討
論
を
終
え
、
採
決
の
結
果
、
修
正
案
は
賛
成
少
数
を
も
っ
て
否

決
さ
れ
、
本
法
律
案
は
賛
成
多
数
を
も
っ
て
原
案
ど
お
り
可
決
す
べ

き
も
の
と
決
定
い
た
し
ま
し
た
。

　
な
お
、
委
員
会
に
お
き
ま
し
て
は
、
本
法
律
案
の
審
議
経
過
等
を

ふ
ま
え
、
風
俗
営
業
の
規
制
等
の
改
善
対
策
確
立
に
関
す
る
決
議
を

行
う
と
と
も
に
、
風
俗
営
業
等
に
関
す
る
小
委
員
会
を
設
置
し
て
風

俗
営
業
等
に
関
す
る
制
度
及
び
運
用
に
つ
い
て
今
後
も
調
査
、
検
討

を
行
う
こ
と
と
い
た
し
ま
し
た
。

　
以
上
、
御
報
告
い
た
し
ま
す
。

○
法
務
委
員
会

内
閣
提
出
法
律
案
（
二
件
）

番
　
号

件
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
名

提
出

提
　
出

月
　
日

本
院
に
受
領

又
は
（
衆
）
へ

送
付
月
日

参
　
　
　
議
　
　
　
院

衆
　
　
　
議
　
　
　
院

備
　
　
考

委
員
会

付
　
　
託

委
員
会

議
　
　
決

本
会
議

議
　
　
決

委
員
会

付
　
　
託

委
員
会

議
　
　
決

本
会
議

議
　
　
決

４

裁
判
所
職
員
定
員
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
案

五
九
、
二
、
一
〇

　
　
五
九
、
三
、
一
三

受
　
　
　
領

五
九
、
二
、
一
〇

　
　
　
　
（
予
）

五
九
、
三
、
三
一

可
　
　
決

五
九
、
三
、
三
一

可
　
　
決

五
九
、
二
、
一
〇

　
五
九
、
三
、
九

可
　
　
決

五
九
、
三
、
一
三

可
　
　
決

56

国
籍
法
及
び
戸
籍
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
案

三
、
二
八

　
　
　
　
四
、
二
五

受
　
　
　
領

四
、
二
五

　
　
五
、
一
七

可
　
　
決

　
　
五
、
一
八

可
　
　
決

三
、
二
八

　
　
　
四
、
二
〇

可
　
　
決

　
　
　
四
、
二
五

可
　
　
決



本
院
議
員
提
出
法
律
案
（
三
件
）

番
　
号

件
　
　
　
　
　
　
　
　
名

提
　
出
　
者

（
月
　
　
　
日
）

予
備
送

付
月
日

衆
　
へ
　
提

出
月
日

参
　
　
　
議
　
　
　
院

衆
　
　
　
議
　
　
　
院

備
　
　
考

委
員
会

付
　
　
託

委
員
会

議
　
　
決

本
会
議

議
　
　
決

委
員
会

付
　
　
託

委
員
会

議
　
　
決

本
会
議

議
　
　
決

６

集
団
代
表
訴
訟
に
関
す
る
法
律
案

飯
田
忠
雄
君

外
　
　
一
　
　
名

　
　
（
五
九
、
四
、
二
〇
）

五
九
、
四
、
二
三

五
九
、
四
、
二
〇　

継
　
続
　
審
　
査

五
九
、
四
、
二
三

　
　
（
予
）

10

刑
事
訴
訟
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
案

寺
田
熊
雄
君

外
　
　
二
　
　
名

　
　
　
（
五
、
一
〇
）

五
、
一
二

五
、
一
〇　

継
　
続
　
審
　
査

五
、
一
二

（
予
）

17

刑
事
訴
訟
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
案

橋
本
敦
君

外
　
　
一
　
　
名

　
　
　
（
七
、
二
〇
）

七
、
二
四

七
、
二
〇　

継
　
続
　
審
　
査

七
、
二
四

（
予
）

衆
議
院
議
員
提
出
法
律
案
（
一
件
）

番
　
号

件
　
　
　
　
　
　
　
名

提
　
出
　
者

（
月
　
　
　
日
）

予
備
送

付
月
日

本
院
へ

提
出
月
日

参
　
　
　
議
　
　
　
院

衆
　
　
　
議
　
　
　
　
院

備
　
　
考

委
員
会

付
　
　
託

委
員
会

議
　
　
決

本
会
議

議
　
　
決

委
員
会

付
　
　
託

委
員
会

議
　
　
決

本
会
議

議
　
　
決

21

外
国
人
登
録
法
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律
案

稲
葉
誠
一
君

外
　
　
七
　
　
名

　
　
（
五
九
、
四
、
一
二
）

五
九
、
四
、
一
八

五
九
、
四
、
一
八

　
　
　
　
（
予
）

五
九
、
四
、
一
八

継
　
続
　
審
　
査



裁
判
所
職
員
定
員
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
閣
法
第
四
号
）
（
衆

議
院
送
付
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
九
、
　
二
、
一
〇
　
内
閣
提
出

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
、
一
三
　
衆
可
決

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
、
三
一
　
参
可
決

要
旨

　
　
本
法
律
案
は
、
下
級
裁
判
所
に
お
け
る
事
件
の
適
正
迅
速
な
処
理

　
を
図
る
た
め
、
裁
判
所
職
員
の
定
員
を
改
め
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ

　
り
、
そ
の
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
一
、
判
事
の
員
数
を
九
人
増
加
し
千
三
百
三
十
五
人
に
改
め
る
。

　
二
、
こ
の
法
律
は
、
昭
和
五
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

委
員
長
報
告

　
　
た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
裁
判
所
職
員
定
員
法
の
一
部
を
改

　
正
す
る
法
律
案
に
つ
き
ま
し
て
、
法
務
委
員
会
に
お
け
る
審
査
の
経

　
過
と
結
果
を
御
報
告
い
た
し
ま
す
。

　
　
本
法
律
案
は
、
下
級
裁
判
所
に
お
け
る
事
件
の
適
正
迅
速
な
処
理

　
を
図
る
た
め
、
判
事
の
員
数
を
九
人
増
加
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ

　
り
ま
す
。

　
　
委
員
会
に
お
き
ま
し
て
は
、
裁
判
所
に
お
け
る
事
件
数
の
増
加
と

　
職
員
の
充
足
状
況
、
司
法
研
修
所
に
お
け
る
指
導
の
あ
り
方
と
そ
の

　
内
容
、
簡
易
裁
判
所
の
適
正
配
置
等
に
つ
い
て
熱
心
な
質
疑
が
行
わ

　
れ
ま
し
た
が
、
そ
の
詳
細
は
会
議
録
に
よ
り
御
承
知
願
い
ま
す
。

　
　
質
疑
を
終
わ
り
、
討
論
に
入
り
ま
し
た
と
こ
ろ
、
別
に
発
言
も
な

　
く
、
採
決
の
結
果
、
本
法
律
案
は
全
会
一
致
を
も
っ
て
原
案
ど
お
り

　
可
決
す
べ
き
も
の
と
決
定
い
た
し
ま
し
た
。

　
　
以
上
、
御
報
告
い
た
し
ま
す
。

国
籍
法
及
び
戸
籍
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
閣
法
第
五
六
号
）

（
衆
議
院
送
付
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
九
、
　
三
、
二
八
　
内
閣
提
出

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
、
二
五
　
衆
可
決

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
、
一
八
　
参
可
決

要
旨

　
　
本
法
律
案
は
、
最
近
に
お
け
る
渉
外
婚
姻
の
増
加
等
の
実
情
に
か

　
ん
が
み
、
及
び
昭
和
五
十
五
年
七
月
十
七
日
に
我
が
国
が
署
名
し
た



女
子
に
対
す
る
差
別
の
撤
廃
に
関
す
る
条
約
の
批
准
に
備
え
る
た
め
、

国
籍
法
及
び
戸
籍
法
の
一
部
を
改
正
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
つ
て
、

そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

第
一
　
国
籍
法
の
一
部
改
正

　
一
、
子
は
、
父
又
は
母
が
日
本
国
民
で
あ
る
と
き
は
、
出
生
に
よ

　
　
り
日
本
国
籍
を
取
得
す
る
も
の
と
す
る
父
母
両
系
血
統
主
義
を

　
　
採
用
す
る
。

　
二
、
準
正
に
よ
り
日
本
国
民
の
嫡
出
子
の
身
分
を
取
得
し
た
未
成

　
　
年
の
外
国
人
、
日
本
の
国
籍
を
留
保
し
な
か
つ
た
こ
と
に
よ
り

　
　
日
本
の
国
籍
を
失
つ
た
者
等
は
、
所
定
の
要
件
を
満
た
す
と
き

　
　
は
、
法
務
大
臣
に
届
け
出
る
こ
と
に
よ
り
日
本
国
籍
を
取
得
す

　
　
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

　
三
、
日
本
国
民
の
配
遇
者
で
あ
る
外
国
人
の
帰
化
条
件
に
つ
い
て
、

　
　
そ
の
者
が
夫
で
あ
る
か
妻
で
あ
る
か
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
一
の

　
　
条
件
を
定
め
る
も
の
と
し
、
生
計
条
件
、
重
国
籍
防
止
条
件
等

　
　
に
つ
い
て
も
、
こ
れ
を
緩
和
す
る
も
の
と
す
る
。

　
四
、
父
母
両
系
主
義
の
採
用
に
伴
い
増
加
す
る
重
国
籍
者
の
発
生

　
　
の
防
止
及
び
そ
の
解
消
を
図
る
た
め
、
外
国
の
国
籍
を
有
す
る

　
　
日
本
国
民
は
、
そ
の
外
国
の
法
令
に
よ
り
そ
の
国
の
国
籍
を
選

　
　
択
し
た
と
き
は
、
日
本
の
国
籍
を
失
う
も
の
と
し
、
現
行
法
の

　
　
国
籍
の
留
保
の
制
度
を
国
外
で
出
生
し
た
血
統
に
よ
る
重
国
籍

　
　
者
に
も
適
用
す
る
も
の
と
す
る
と
と
も
に
、
重
国
籍
者
は
成
年

　
　
に
達
し
た
後
二
年
以
内
に
い
ず
れ
か
の
国
籍
を
選
択
し
な
け
れ

　
　
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
国
籍
選
択
の
制
度
を
新
設
す
る
。

　
五
、
経
過
措
置
と
し
て
、
改
正
法
施
行
後
三
年
間
は
、
改
正
法
施

　
　
行
前
に
日
本
国
民
で
あ
る
母
か
ら
出
生
し
た
子
及
び
そ
の
者
の

　
　
子
は
、
所
定
の
要
件
を
満
た
す
と
き
は
、
法
務
大
臣
に
届
け
出

　
　
る
こ
と
に
よ
り
日
本
の
国
籍
を
取
得
し
得
る
も
の
と
す
る
。

　
六
、
経
過
措
置
と
し
て
、
改
正
法
の
施
行
の
際
、
現
に
外
国
の
国

　
　
籍
を
有
す
る
日
本
国
民
は
、
新
設
さ
れ
た
国
籍
の
選
択
制
度
の

　
　
適
用
に
関
し
て
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
の
時
に
外
国
及
び
日
本

　
　
の
国
籍
を
有
す
る
こ
と
に
な
つ
た
も
の
と
み
な
す
も
の
と
し
、

　
　
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
者
は
、
定
め
ら
れ
た
期
間
内
に
国

　
　
籍
の
選
択
を
し
な
い
と
き
は
、
そ
の
期
限
が
到
来
し
た
時
に
日

　
　
本
の
国
籍
の
選
択
の
宣
言
を
し
た
も
の
と
み
な
す
も
の
と
す
る
。

第
二
　
戸
籍
法
の
一
部
改
正

　
一
、
国
籍
の
選
択
の
宣
言
の
届
出
及
び
外
国
の
国
籍
を
喪
失
し
た

　
　
場
合
の
届
出
等
に
関
し
所
要
の
規
定
を
設
け
る
。

　
二
、
国
籍
の
留
保
の
意
思
表
示
は
、
父
又
は
母
以
外
の
法
定
代
理

　
　
人
も
、
こ
れ
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
、
そ
の
届
出
の



　
　
期
間
を
伸
長
す
る
。

　
三
、
外
国
人
と
婚
姻
を
し
た
場
合
も
日
本
人
間
の
婚
姻
の
場
合
と

　
　
同
様
に
、
婚
姻
に
よ
つ
て
新
戸
籍
を
編
製
す
る
も
の
と
す
る
。

　
四
、
外
国
人
と
婚
姻
を
し
た
者
が
そ
の
氏
を
配
偶
者
の
称
し
て
い

　
　
る
氏
に
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
婚
姻
の
日
か
ら
一
定
の

　
　
期
間
内
は
、
家
庭
裁
判
所
の
許
可
を
得
ず
に
そ
の
氏
の
変
更
の

　
　
届
出
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
と
と
も
に
、
氏
の
変

　
　
更
を
し
た
者
が
離
婚
を
し
た
場
合
に
は
、
離
婚
の
日
か
ら
一
定

　
　
の
期
間
内
は
、
家
庭
裁
判
所
の
許
可
を
得
ず
に
そ
の
氏
の
変
更

　
　
の
届
出
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

　
五
、
戸
籍
の
筆
頭
者
及
び
そ
の
配
偶
者
以
外
の
者
で
、
父
又
は
母

　
　
を
外
国
人
と
す
る
子
は
、
家
庭
裁
判
所
の
許
可
を
得
て
、
そ
の

　
　
氏
を
そ
の
父
又
は
母
の
称
し
て
い
る
氏
に
変
更
す
る
旨
の
届
出

　
　
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

　
六
、
四
、
五
に
よ
る
氏
の
変
更
の
届
出
が
あ
つ
た
と
き
は
、
一
定

　
　
の
場
合
を
除
き
、
氏
の
変
更
を
し
た
者
に
つ
い
て
新
戸
籍
を
編

　
　
製
す
る
も
の
と
す
る
。

　
七
、
罰
金
の
上
限
を
相
当
額
に
引
き
上
げ
る
。

第
三
　
こ
の
法
律
は
、
昭
和
六
十
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

委
員
長
報
告

　
　
た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
法
律
案
に
つ
き
ま
し
て
、
法
務
委

　
員
会
に
お
け
る
審
査
の
経
過
と
結
果
を
御
報
告
い
た
し
ま
す
。

　
　
本
法
律
案
は
、
最
近
に
お
け
る
渉
外
婚
姻
の
増
加
等
の
実
情
に
か

　
ん
が
み
、
ま
た
、
昭
和
五
十
五
年
七
月
十
七
日
に
我
が
国
が
署
名
し

　
た
婦
人
に
対
す
る
あ
ら
ゆ
る
形
態
の
差
別
の
撤
廃
に
関
す
る
条
約
の

　
批
准
に
備
え
る
た
め
、
国
籍
法
及
び
戸
籍
法
の
一
部
を
改
正
し
よ
う

　
と
す
る
も
の
で
あ
り
ま
し
て
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ

　
り
ま
す
。

　
　
ま
ず
、
国
籍
法
に
つ
き
ま
し
て
は
、
第
一
に
、
出
生
に
よ
る
国
籍

　
の
取
得
に
つ
い
て
父
母
両
系
血
統
主
義
を
採
用
す
る
こ
と
。
第
二
に
、

　
準
正
に
よ
る
国
籍
の
取
得
の
場
合
等
に
つ
い
て
、
法
務
大
臣
に
届
け

　
出
る
こ
と
に
よ
っ
て
日
本
国
籍
を
取
得
す
る
こ
と
が
で
き
る
制
度
を

　
設
け
る
こ
と
。
第
三
に
、
日
本
人
の
配
偶
者
の
帰
化
条
件
に
つ
い
て

　
男
女
の
差
異
を
解
消
す
る
と
と
も
に
、
生
計
条
件
、
重
国
籍
防
止
条

　
件
等
を
緩
和
す
る
な
ど
帰
化
条
件
の
整
備
を
図
る
こ
と
。
第
四
に
、

　
重
国
籍
の
増
加
に
対
処
す
る
た
め
、
現
行
の
国
籍
留
保
の
制
度
の
適

　
用
範
囲
を
広
げ
る
と
と
も
に
、
国
籍
の
選
択
制
度
を
新
設
す
る
こ
と
。

　
第
五
に
、
改
正
法
施
行
前
に
日
本
人
母
か
ら
生
ま
れ
た
未
成
年
者
に

　
つ
い
て
、
国
籍
の
取
得
の
特
例
を
設
け
る
こ
と
等
で
あ
り
ま
す
。



　
次
に
、
戸
籍
法
に
つ
き
ま
し
て
は
、
第
一
に
、
国
籍
法
の
改
正
に

伴
い
、
国
籍
の
選
択
の
宣
言
の
届
出
及
び
外
国
の
国
籍
の
喪
失
の

届
出
等
に
関
し
所
要
の
規
定
を
設
け
る
と
と
も
に
、
国
籍
の
留
保

の
届
出
に
つ
い
て
も
、
そ
の
届
出
の
期
間
を
伸
長
し
、
届
出
人
の

範
囲
を
広
げ
る
こ
と
。
第
二
に
、
外
国
人
と
の
婚
姻
の
場
合
に
つ

い
て
も
婚
姻
に
よ
る
新
戸
籍
を
編
製
す
る
こ
と
。
ま
た
、
外
国
人

と
婚
姻
を
し
た
者
そ
の
他
に
つ
い
て
氏
の
変
更
の
特
例
を
設
け
る
こ

と
等
で
あ
り
ま
す
。

　
委
員
会
に
お
き
ま
し
て
は
、
今
回
の
法
改
正
と
憲
法
と
の
関
係
、

国
籍
の
法
的
性
格
、
重
国
籍
者
及
び
無
国
籍
者
の
法
的
地
位
、
国
籍

の
留
保
制
度
及
び
選
択
制
度
の
必
要
性
、
沖
縄
の
無
国
籍
児
の
救
済
、

戸
籍
に
お
け
る
外
国
国
籍
の
記
載
、
法
例
の
改
正
等
に
つ
い
て
質
疑

が
重
ね
ら
れ
た
ほ
か
、
参
考
人
の
意
見
を
聴
取
す
る
な
ど
慎
重
に
審

査
を
行
い
ま
し
た
が
、
そ
の
詳
細
は
会
議
録
に
よ
っ
て
御
承
知
願
い

ま
す
。

　
質
疑
を
終
わ
り
、
別
に
討
論
も
な
く
、
採
決
の
結
果
、
本
法
律
案

は
全
会
一
致
を
も
っ
て
原
案
の
と
お
り
可
決
す
べ
き
も
の
と
決
定
い

た
し
ま
し
た
。

　
以
上
、
御
報
告
い
た
し
ま
す
。

○
外
務
委
員
会

条
　
約
（
一
二
件
）

番
　
号

件
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
名

提
出

提
　
出

月
　
日

本
院
に
受
領

又
は
（
衆
）
へ

送
付
月
日

参
　
　
　
議
　
　
　
院

衆
　
　
　
議
　
　
　
院

備
　
　
考

委
員
会

付
　
　
託

委
員
会

議
　
　
決

本
会
議

議
　
　
決

委
員
会

付
　
　
託

委
員
会

議
　
　
決

本
会
議

議
　
　
決

１

北
西
太
平
洋
の
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
社
会
主
義
共
和

国
連
邦
の
地
先
沖
合
に
お
け
る
千
九
百
七
十

七
年
の
漁
業
に
関
す
る
日
本
国
政
府
と
ソ
ヴ

ィ
エ
ト
社
会
主
義
共
和
国
連
邦
政
府
と
の
間

の
協
定
の
有
効
期
間
の
延
長
に
関
す
る
議
定

書
の
締
結
に
つ
い
て
承
認
を
求
め
る
の
件

五
八
、
一
二
、
二
七

　
　
五
八
、
一
二
、
二
八

受
　
　
　
　
領

五
八
、
一
二
、
二
七

　
　
（
予
）

　
五
八
、
一
二
、
二
八

承
　
　
認

　
五
八
、
一
二
、
二
八

承
　
　
認

五
八
、
一
二
、
二
七

　
五
八
、
一
二
、
二
八

承
　
　
認

　
五
八
、
一
二
、
二
八

承
　
　
認




